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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のボスを備える第１の端部を有する圧力容器であって、前記第１のボスは第１の外
側表面を有し、前記圧力容器は、
　第２の外側表面を有するライナーと、
　前記第２の外側表面を覆って配設されるシェルと、
　前記第１の外側表面の少なくとも一部分及び前記第２の外側表面の少なくとも一部分の
上に形成された第１のベントと、を含み、前記第１のベントは、粗面であって、粗面を欠
く前記ライナー及び前記シェルの境界の一部分を通すよりも高いレートのガス流を前記第
１のベントを通して提供する、粗面を含み、
　前記第１のベントは前記第１の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含み、前記
第１のベントは前記第２の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含む、圧力容器。
【請求項２】
　前記第１のベントは細長い、請求項１に記載の圧力容器。
【請求項３】
　前記第１のベントは、前記圧力容器の長手方向軸に実質的に平行に整列する、請求項１
又は２に記載の圧力容器。
【請求項４】
　円筒部分を有し、前記第１のベントは、少なくとも前記円筒部分から前記第１のボスま
で延在する、請求項１～３のいずれか１項に記載の圧力容器。
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【請求項５】
　前記第１のベントは、少なくとも前記圧力容器の長手方向中間点まで延在する、請求項
４に記載の圧力容器。
【請求項６】
　前記第１のベントの端部は、前記第１のボスのネック部に配設される、請求項１～５の
いずれか１項に記載の圧力容器。
【請求項７】
　前記端部は、大気に対して開口している、請求項６に記載の圧力容器。
【請求項８】
　前記テクスチャーは、複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、約５マイ
クロメートルから約２０マイクロメートルまでの間の範囲内にある、請求項１～７のいず
れか１項に記載の圧力容器。
【請求項９】
　第１の外側表面を有する第１のボスを備える第１の端部を有する圧力容器であって、前
記圧力容器は、第２の外側表面を有する第２のボスを備える第２の端部を有し、前記圧力
容器は、
　第３の外側表面を有するライナーと、
　第３の外側表面を覆って配設されたシェルと、
　複数の第１の長手方向ベントであって、前記第１の長手方向ベントのそれぞれは、前記
第１の外側表面の一部分及び前記第３の外側表面の一部分の上に形成され、前記第１の長
手方向ベントのそれぞれは、粗面であって、粗面を欠く前記ライナー及び前記シェルの境
界の一部分を通すよりも高いレートのガス流を前記第１の長手方向ベントを通して提供す
る、粗面を含む、複数の第１の長手方向ベントと、
　複数の第２の長手方向ベントであって、前記第２の長手方向ベントのそれぞれは、前記
第２の外側表面の一部分及び前記第３の外側表面の一部分の上に形成され、前記第２の長
手方向ベントそれぞれは、粗面であって、粗面を欠く前記ライナー及び前記シェルの前記
境界の一部分を通すよりも高いレートのガス流を前記第２の長手方向ベントを通して提供
する、粗面を含む、複数の第２の長手方向ベントと、を含み、
　前記第１の長手方向ベントの少なくとも１つは、前記第２の長手方向ベントの少なくと
も１つから前記圧力容器の周りに円周方向にオフセットし、
　前記第１の長手方向ベント及び前記第２の長手方向ベントの少なくとも１つは、前記第
３の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含む、圧力容器。
【請求項１０】
　前記長手方向ベントの少なくとも１つは、前記圧力容器の長手方向軸に実質的に平行に
整列する、請求項９に記載の圧力容器。
【請求項１１】
　円筒部分を有し、前記第１の長手方向ベントの少なくとも１つの長手方向ベントは、少
なくとも前記円筒部分から前記第１のボスまで延在する、請求項９又は１０に記載の圧力
容器。
【請求項１２】
　前記第１の長手方向ベントの少なくとも１つにおける端部は、前記第１のボスのネック
部に配設される、請求項９～１１のいずれか１項に記載の圧力容器。
【請求項１３】
　前記端部は、大気に対して開口している、請求項１２に記載の圧力容器。
【請求項１４】
　前記長手方向ベントの少なくとも１つは、少なくとも前記圧力容器の長手方向中間点ま
で延在する、請求項９～１３のいずれか１項に記載の圧力容器。
【請求項１５】
　前記テクスチャーは、複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、約５マイ
クロメートルから約２０マイクロメートルまでの間の範囲内にある、請求項９～１４のい
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ずれか１項に記載の圧力容器。
【請求項１６】
　圧力容器を形成するための方法であって、
　前記圧力容器の端部に第１の外側表面を有するボスを設けること、
　前記ボスと接触状態にあるライナーであって第２の外側表面を有する、ライナーを形成
すること、
　前記第２の外側表面を覆って配設されるシェルを形成すること、及び、
　粗面を欠く前記ライナー及び前記シェルの前記境界の一部分を通すよりも高いレートの
ガス流をベントを通して提供する、粗面を形成することによって、前記第１の外側表面の
少なくとも一部分及び前記第２の外側表面の少なくとも一部分上にベントを形成すること
を含み、
　前記ベントは前記第１の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含み、前記ベント
は前記第２の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含む、方法。
【請求項１７】
　前記粗面を形成することはレーザエッチングすることを含む、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記粗面を形成することは化学エッチングすることを含む、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［背景技術］
　圧力容器は、一般に、例えば水素、酸素、天然ガス、窒素、プロパン、メタン及び他の
燃料を貯蔵すること等、圧力下で種々の流体を収容するために使用される。好適なコンテ
ナシェル材料は、巻回式ガラス繊維フィラメント、又は熱硬化性又は熱可塑性樹脂によっ
て共に接合される他の合成フィラメントの積層を含む。ポリマー又は他の非金属弾性ライ
ナー又はブラダーは、複合シェル内にしばしば配設されて、容器を密閉し、内部流体が複
合材料に接触することを防止する。容器の複合構造は、軽量であること、腐食、疲労、及
び深刻な損傷に対する耐性があること等、多くの利点を提供する。これらの特性は、少な
くとも部分的には、圧力容器の構造における主要な力の方向に通常配向される強化繊維又
はフィラメントの高い比強度に要因がある。
【０００２】
　図１及び図２は、「損傷緩和システムを有する圧力容器（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｖｅｓｓ
ｅｌ　ｗｉｔｈ　ｄａｍａｇｅ　ｍｉｔｉｇａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）」と題する米国
特許第５，４７６，１８９号に開示されるような従来の細長い圧力容器１０を示し、その
特許は参照により組込まれる。容器１０は、端セクション１４を有する本体セクション１
８を有する。通常アルミニウムで構築されるボス１６は容器１０の一端又は両端に設けら
れて、容器１０の内部と連通するためのポートを提供する。容器１０は、外側複合シェル
１２によって覆われる内側ポリマーライナー２０を有する。この場合、「複合（ｃｏｍｐ
ｏｓｉｔｅ）」は、フィラメント巻回式又は積層化構造等の、繊維強化樹脂マトリクス材
料を意味する。複合シェル１２は、容器１０にかかる構造荷重を解決する。
【０００３】
　ライナー２０は、通常の動作条件下でガスバリアを提供するが、このタイプの圧力容器
１０の設計は、ガスが加圧下でライナー２０内に拡散する現象を生じる。容器１０の減圧
が起こると、このガスは、ライナー２０と複合シェル１２との間の境界又は空間内に拡散
する。それにより、ガスのポケットが形成され、ライナー２０を内側に突出させる場合が
ある。低圧において、複合シェル１２内の積層歪は低く、シェル１８内の微小クラックは
閉鎖し、シールを効果的に形成する。高圧に達すると、これらの微小クラックは、再び開
口し、それにより、捕捉されたガスポケットの排出を可能にする。そのため、容器１０が
再加圧されると、圧力は、ライナー２０に対して増大し、捕捉されたガスポケットを押付
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け、ガスが最終的に複合シェル１２を通って大気に放出されるまで、ライナー２０内の突
出部を小さくする。シェル１２を通るこうしたガスの排出は、短時間間隔で起こる場合が
あり、かなりの濃度のガスを容器１２の周囲に存在させる可能性がある。これは、実際に
はライナー２０からの定常的なリークが存在しないときに、容器１０の周りの漏洩検出器
をオフに設定する場合がある。
［概要］
【０００４】
　１つの態様において、圧力容器は、第１のボスを備える第１の端部を有し、第１のボス
は第１の外側表面を有する。容器は、第２の外側表面を有するライナーと、第２の外側表
面を覆って配設されるシェルと、第１のベントとを含む。第１のベントは、第１の外側表
面の少なくとも一部分及び第２の外側表面の少なくとも一部分の上にエッチングされる。
第１のベントは、テクスチャーであって、テクスチャーを欠くライナー及びシェルの境界
の一部分を通すよりも高いレートのガス流を第１のベントを通して提供する、テクスチャ
ーを含む。
【０００５】
　別の態様において、圧力容器は、第１の端部及び第２の端部を有する。第１の端部は第
１の外側表面を有する第１のボスを有し、第２の端部は第２の外側表面を有する第２のボ
スを有する。容器は、第３の外側表面を有するライナーと、第３の外側表面を覆って配設
されたシェルと、複数の第１の長手方向ベント及び複数の第２の長手方向ベントとを含む
。第１の長手方向ベントのそれぞれは、第１の外側表面の一部分及び第３の外側表面の一
部分の上にエッチングされる。第１の長手方向ベントのそれぞれは、テクスチャーであっ
て、テクスチャーを欠くライナー及びシェルの境界の一部分を通すよりも高いレートのガ
ス流を第１の長手方向ベントを通して提供する、テクスチャーを含む。第２の長手方向ベ
ントのそれぞれは、第２の外側表面の一部分及び第３の外側表面の一部分の上にエッチン
グされる。第２の長手方向ベントのそれぞれは、テクスチャーであって、テクスチャーを
欠く境界の一部分を通すよりも高いレートのガス流を第２の長手方向ベントを通して提供
する、テクスチャーを含む。第１の長手方向ベントの少なくとも１つは、第２の長手方向
ベントの少なくとも１つから圧力容器の周りに円周方向にオフセットする。
【０００６】
　本開示は、装置の形態又は方法の形態でのその種々の組合せにおいて、以下の項目のリ
ストによって、同様に特徴付けられる：
１．　第１のボスを備える第１の端部を有する圧力容器であって、前記第１のボスは第１
の外側表面を有し、前記圧力容器は、
　第２の外側表面を有するライナーと、
　前記第２の外側表面を覆って配設されるシェルと、
　前記第１の外側表面の少なくとも一部分及び前記第２の外側表面の少なくとも一部分の
上に形成された第１のベントと、を含み、前記第１のベントは、テクスチャーであって、
テクスチャーを欠く前記ライナー及び前記シェルの境界の一部分を通すよりも高いレート
のガス流を前記第１のベントを通して提供する、テクスチャーを含む、圧力容器。
２．　前記第１のベントは前記第１の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含み、
前記第１のベントは前記第２の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含む、項目１
に記載の圧力容器。
３．　前記第１のベントは細長い、項目１から２のいずれか１項に記載の圧力容器。
４．　前記第１のベントは、圧力容器の長手方向軸に実質的に平行に整列する、項目３に
記載の圧力容器。
５．　円筒部分を有し、前記第１のベントは、少なくとも前記円筒部分から前記第１のボ
スまで延在する、項目１から４のいずれか１項に記載の圧力容器。
６．　前記第１のベントは、少なくとも圧力容器の長手方向中間点まで延在する、項目５
に記載の圧力容器。
７．　前記第１のベントの端部は、前記第１のボスのネック部に配設される、項目１から
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６のいずれか１項に記載の圧力容器。
８．　前記端部は、大気に対して開口している、項目７に記載の圧力容器。
９．　前記テクスチャーは、複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、好ま
しくは約５マイクロメートルから約２０マイクロメートルまでの間の範囲内にあるが、隣
接する山部間の前記距離は、それより長くても又は短くてもよい、項目１から８のいずれ
か１項に記載の圧力容器。
１０．　第１の外側表面を有する第１のボスを備える第１の端部を有する圧力容器であっ
て、前記圧力容器は第２の外側表面を有する第２のボスを備える第２の端部を有し、前記
圧力容器は、
　第３の外側表面を有するライナーと、
　第３の外側表面を覆って配設されたシェルと、
　複数の第１の長手方向ベントであって、前記第１の長手方向ベントのそれぞれは、前記
第１の外側表面の一部分及び前記第３の外側表面の一部分の上に形成され、前記第１の長
手方向ベントのそれぞれは、テクスチャーであって、テクスチャーを欠く前記ライナー及
び前記シェルの境界の一部分を通すよりも高いレートのガス流を前記第１の長手方向ベン
トを通して提供する、テクスチャーを含む、複数の第１の長手方向ベントと、
　複数の第２の長手方向ベントであって、前記第２の長手方向ベントのそれぞれは、前記
第２の外側表面の一部分及び前記第３の表面の一部分の上に形成され、第２の長手方向ベ
ントのそれぞれは、テクスチャーであって、テクスチャーを欠く前記境界の一部分を通す
よりも高いレートのガス流を前記第２の長手方向ベントを通して提供する、テクスチャー
を含む、複数の第２の長手方向ベントと、を含み、
　第１の長手方向ベントの少なくとも１つは、前記第２の長手方向ベントの少なくとも１
つから圧力容器の周りに円周方向にオフセットする、圧力容器。
１１．　前記長手方向ベントの少なくとも１つは、圧力容器の長手方向軸に実質的に平行
に整列する、項目１０に記載の圧力容器。
１２．　前記第１の長手方向ベント及び前記第２の長手方向ベントの少なくとも１つは、
前記第３の外側表面におけるナノテクスチャー化部分を含む、項目１０から１１のいずれ
か１項に記載の圧力容器。
１３．　円筒部分を有し、前記第１の長手方向ベントの少なくとも１つの長手方向ベント
は、少なくとも前記円筒部分から前記第１のボスまで延在する、項目１０から１２のいず
れか１項に記載の圧力容器。
１４．　前記第１の長手方向ベントの少なくとも１つにおける端部は、前記第１のボスの
ネック部に配設される、項目１０から１２のいずれか１項に記載の圧力容器。
１５．　前記端部は、大気に対して開口している、項目１４に記載の圧力容器。
１６．　前記長手方向ベントの少なくとも１つは、少なくとも圧力容器の長手方向中間点
まで延在する、項目１０から１５のいずれか１項に記載の圧力容器。
１７．　前記テクスチャーは、複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、好
ましくは約５マイクロメートルから約２０マイクロメートルまでの間の範囲内にあるが、
隣接する山部間の前記距離は、それより長くても又は短くてもよい、項目１０から１６の
いずれか１項に記載の圧力容器。
１８．　圧力容器を形成するための方法であって、
　第１の外側表面を有するボスを設けること、
　前記ボスと接触状態にあるライナーであって第２の外側表面を有する、ライナーを形成
すること、及び、
　前記第１の外側表面の少なくとも一部分及び前記第２の外側表面の少なくとも一部分上
にナノテクスチャーを付与することによって前記ボス及び前記ライナー上にベントを形成
することを含む、方法。
１９．　前記ナノテクスチャーを付与することはレーザエッチングすることを含む、項目
１８に記載の方法。
２０．　前記ナノテクスチャーを付与することは化学エッチングすることを含む、項目１
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８に記載の方法。
【０００７】
　この要約は、以下の詳細な説明において更に述べられる概念を簡略化した形態で導入す
るために提供されるものである。この要約は、開示される又は特許請求される主題の重要
な特徴又は本質的な特徴を特定することを意図されず、また、開示される各実施形態、又
は、開示される又は特許請求される主題の全ての実装態様を述べることを意図されない。
具体的には、１つの実施形態に関して本明細書で開示される特徴は、別の実施形態に同様
に適用可能である。更に、この要約は、特許請求される主題の範囲を決定するときの補助
として使用されることを意図されない。多くの他の新規な利点、特徴、及び関係がこの説
明が進むにつれて明らかになるであろう。以下の図及び説明は、例証的な実施形態をより
詳細に例示する。
【０００８】
　開示される主題は、添付の図を参照して更に説明されるであろう。図において、同様か
つ類似の構造又はシステム要素は、幾つかの図を通して同様かつ類似の参照番号で参照さ
れる。構造の全ての説明は、同様の又は類似の構造に同様に当てはまる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】典型的な細長い圧力容器の側立面図である。
【図２】図１のライン２－２に沿って切取られた、典型的な細長い圧力容器の一端を貫く
部分断面図である。
【図３】本開示のナノテクスチャー化ライナー表面ベントの例示的な実施形態を組込む圧
力容器の拡大部分断面図である。
【図４】図３のライン４－４に沿って切取られた、ライナー及び複合シェルの境界におけ
る第１の例示的な長手方向ナノテクスチャー化ライナー表面ベントの部分断面図である。
【図５】長手方向ナノテクスチャー化ライナー表面ベントの例示的な配置を組込む細長い
圧力容器の側立面図である。
【図６（ａ）－６（ｉ）】例示的なナノテクスチャー化ライナー表面ベントの形態的特徴
を示した写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　上記で特定された図は、開示される主題の１つ以上の実施形態を示すが、本開示で述べ
るように、他の実施形態が、同様に企図される。全ての場合において、本開示は、限定で
はなく代表例として、開示される主題を提示する。本開示の原理の範囲内に入る多数の他
の修正形態及び実施形態が当業者によって考案され得ることが理解されるべきである。
　図は一定比例尺で描かれていない場合がある。特に、一部の特徴は、明確にするために
、他の特徴に対して拡大される場合がある。更に、上方（ａｂｏｖｅ）、下方（ｂｅｌｏ
ｗ）、上（ｏｖｅｒ）、下（ｕｎｄｅｒ）、トップ（ｔｏｐ）、ボトム（ｂｏｔｔｏｍ）
、サイド（ｓｉｄｅ）、右（ｒｉｇｈｔ）、左（ｌｅｆｔ） 等の用語が使用される場合
、それらが説明の理解を容易にするためにのみ使用されることが理解される。構造が別様
に配向する場合があることが企図される。
［詳細な説明］
【００１１】
　本開示は、圧力容器１０’におけるライナー２０’と複合シェル１２との間でのガス及
び圧力の蓄積を防止するベント経路を提供することに関する。このベント経路は、水素等
のガスがより定常的なレートで漏出されることを可能にし、漏洩検出器妨害を防止する。
更に、開示されるベント経路は、ライナー２０’が内方に突出又は座屈することを防止し
、それにより、ライナー２０’のより短い寿命をもたらし得る局所的弱化を防止する。こ
うしたベント経路の例示的な実施形態は、図３～５の長手方向ベント２２として設けられ
る。図３に示すように、ボス１６に隣接する長手方向ベント２２の端部２２ａは、大気に
開口している。
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【００１２】
　圧力容器１０’を形成する方法は、マンドレル（図示せず）上にボス１６を取付けるこ
と、及びライナー２０’用の流体ポリマー材料がボス１６のフランジ３２の周りでかつ溝
３４内に流れることを可能にすることを含む。ライナー材料は、その後、固化し、それに
より、ライナー２０’を形成し、ライナー２０’はボス１６に機械的に連結される。した
がって、極端な圧力条件下でも、ボス１６からのライナー２０’の分離は防止される。
【００１３】
　幾つかの実施形態において、ライナー２０’は、プラスチック、エラストマー、又は他
のポリマーで作られ得、また、圧縮成形、ブロー成形、射出成形、又は他の一般的に知ら
れている技法によって製造され得る。他の実施形態において、ライナー２０’は、鋼、ア
ルミニウム、ニッケル、チタン、ステンレス鋼、及びそれらの合金等の金属を含むが、そ
れに限定されない他の材料を含み得る。好適な金属は、高弾性係数を有するものとして一
般に特徴付けされ得る。一実施形態において、ライナー２０’は、ブロー成形された高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）で形成される。
【００１４】
　図３及び図４を参照すると、容器１０’を形成するとき、シェル１２を形成するために
複合材料の繊維をライナー２０’の周りに巻回する前に、１つ以上のベント２２が、ライ
ナー２０’の外側表面２４の少なくとも一部分及びボス１６’の外側表面２４の少なくと
も一部分の上にエッチングされる。エッチングは、ライナー及びシェル境界２６において
粗い表面テクスチャーを有するベント２２を提供し、そのテクスチャーは、そのテクスチ
ャーを欠く境界２６の一部分を通すよりも高いレートのガス流をベント２２を通して提供
する。それにより、ベント２２は、ガスがライナー２０’とシェル１２との間の境界２６
から漏出されるための、ライナー２０’の粗化表面２４に沿う蛇行経路を提供する。追加
の補助外側層が、同様に、シェル１２上に形成されてもよい。
【００１５】
　図５に示すように、例示的な実施形態において、それぞれのベント２２は、ボス１６’
から少なくとも圧力容器１０’の中心３０まで延在する。一実施形態において、ベント２
２は、第１のボス１６ａ’から第２のボス１６ｂ’まで延々と延在してもよい。更に他の
実施形態において、エッチングされたベント表面は、長手方向経路に沿ってではなく、シ
ェル１２に向くライナー２０’の全表面２４を実質的に覆って設けられてもよい。図３に
示すように、例示的な実施形態において、ベント２２ａの端部は、圧力容器１０’の外の
大気に露出する。ベント２２は、表面２４のエッチングされた表面部分上で蛇行経路を規
定し、その蛇行経路をシェル１２と下にあるライナー２０’との間の境界２６の流体が通
り、境界ボス１６ａ’が、ベント端２２ａにて大気に排出するために移動し得る。ベント
２２は、例えば、レーザ、化学、又は機械エッチングによって形成されて、ライナー２０
’の外側表面２４及びボス１６’の外側表面の少なくとも所定の部分を修正する。例示的
な実施形態において、約３つから約４つのレーザエッチングされたベント２２が圧力容器
１０’について設けられる。しかし、圧力容器１０’上でのより多い又はより少ないベン
ト２２が、同様に企図される。
【００１６】
　外側シェル１２は、ライナー２０’及びボス１６’のフランジ３２の少なくとも一部分
を囲んで形成される。シェル１２についての好適な材料は、巻回式ガラス繊維の繊維フィ
ラメント、又は熱硬化性又は熱可塑性樹脂によって共に接合される他の合成フィラメント
の積層の複合物を含む。繊維は、ガラス繊維、アラミド、炭素、グラファイト、又は任意
の他の一般的に知られている繊維強化材料又は繊維強化材料の組合せであってもよい。使
用される樹脂マトリクスは、エポキシ、ポリエステル、ビニルエステル、熱可塑性、又は
繊維－繊維接合、繊維層－繊維層接合、及び容器が使用される特定の用途について必要と
される破断抵抗を提供することが可能な他の好適な樹脂材料であることができる。例示的
な方法において、繊維用の吐出ヘッドは、繊維を所望のパターンでライナー２０’上に巻
付けるように移動する。容器１０’が球でなく円筒である場合、繊維巻回は、実質的に長
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手方向の（螺旋状）ラップ及び円周方向の（フープ状）ラップの両方で、通常適用される
。この巻回プロセスは、樹脂含有量、繊維構成、巻回張力、ライナー２０’の軸に対する
ラップのパターン等、幾つかの因子によって規定される。例示的な圧力容器の形成に関す
る詳細は、「フィラメント巻回プロセス及び装置（Ｆｉｌａｍｅｎｔ　Ｗｉｎｄｉｎｇ　
Ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ）」と題する米国特許第４，８３８，９７
１号に開示され、その特許は参照により本明細書に組込まれる。
【００１７】
　流体が圧力下で容器１０’に含まれるとき、一部の流体は、ライナー２０’を通して、
ライナー２０’とシェル１２との間の境界２６内に浸透する場合がある。境界２６におけ
るガスの存在は、ボス１６とライナー２０’との密閉関係を低下させ、ライナー２０’の
弱化をもたらし、シェル１２を通した、容器１０’の外の大気へのガス排出をもたらす場
合がある。例示的な実施形態において、単一の又は複数のベント２２がライナー２０’の
外部表面２４において設けられて、エッチング等によりナノテクスチャーが設けられた表
面２４の部分によって規定された指定の経路を介して、境界２６を大気に流体接続する。
【００１８】
　例示的な実施形態において、図５に示すように、長手方向ベント２２は、円筒容器１０
’の少なくともボス１６ａ’又は１６ｂ’から円筒主本体セクション１８の中心３０に近
いポイント又は中心を通過したポイントまで延在する。円筒主本体セクション１８の中心
３０は、通常、容器１０’の最も柔軟な（すなわち、同じ強度であるが、エッジの支持が
少ない）部分であり、したがって、ガス蓄積のために容器ライナー２０の内方への突出又
は座屈を示す最も可能性の高いエリアである。例示的な実施形態において、ボス１６ａ’
からの長手方向ベント２２の少なくとも１つ及びボス１６ｂ’からの長手方向ベント２２
の少なくとも１つは、中心３０に近接する圧力容器１０’の中間部分まで及び／又は中間
部分を超えて延在する。そのため、図５に示すベント２２の配置構成は、端セクション１
４ａ’、１４ｂ’に近接するベントの数と比較して、中心３０に近接するベント２２の約
２倍の数のベントを設置する。
【００１９】
　任意の特定の容器に関して、図５の左半分に示すようなただ１つの長手方向ベント２２
が必要とされてもよい。しかし、図５の右半分に示すような複数の長手方向ベント２２が
同様に設けられてもよい。１つの例示的な実施形態において、ベント２２は、円周方向に
隣接するベントが対向するボス１６ａ’、１６ｂ’まで延在するように配置される。こう
した場合、第１の複数の長手方向ベント２２は、容器１０’の一端１４ａ’のボス１６ａ
’に向けられ、第２の複数の長手方向ベント２２は、容器１０’の対向端１４ｂ’のボス
１６ｂ’に向けられる。２つのセットの長手方向ベント２２は、容器１０’の円周の周り
に交互に配置されるため、それらの長手方向ベント２２は、それぞれの１６ａ’、１６ｂ
’から少なくとも中心ライン３０まで交互に延在する。示された実施形態において、２つ
の円周方向に隣接する長手方向ベント２２は、互いから円周方向に相殺し、容器１０’の
対向端１４ａ’、１４ｂ’に向けられる。更に別の実施形態において、単一の長手方向ベ
ント２２は、一方のボス１６ａ’から対向するボス１６ｂ’まで延在する。示された実施
形態において、圧力容器１０’は、中心３０に近接する実質的に円筒の中間部分を有する
。
【００２０】
　例示的な実施形態において、約２４インチ～約６０インチの長さを有する容器１０’は
、それぞれ約１／４インチ～約１／２インチの幅を有する約４つのベント２２を含む。し
かし、より多い又はより少ない、より広い又はより狭いベント２２が任意の容器上で使用
され得ることが企図される。示された実施形態は、１つ又は複数の離散的な長手方向ベン
ト２２を示すが、表面２４ライナー２０’のより多くがナノテクスチャー化特性を備える
、より広範な通気層が使用されることができることが同様に企図される。更に、ベント２
２は直線を含むものとして示されるが、ベント２２が、代替的に又は付加的に、蛇行性形
状又は他の形状又は構成を含むことができることが企図される。より少数の又はより多く
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のベント２２が圧力容器１０’上で使用されることができることが企図される。更に、ベ
ント２２は、例示的な実施形態の場合と異なるようにサイズ決定されてもよい。更に、特
定の圧力容器１０’用の複数のベント２２は全て、同じサイズかつ同じ形状であり、圧力
容器１０’の円周の周りに対称に設置されるが、ベント２２が、代替的に、単一圧力容器
内で、異なるサイズ、異なる形状、変化する幅、及び変化する配置の組合せを有すること
ができることが同様に企図される。
【００２１】
　図６（ａ）～６（ｉ）は、例示的なナノテクスチャー化ベント２２の形態的特徴を示す
写真である。図３に示すように、テクスチャー化又はエッチングプロセスは、ベント２２
を形成するために、ライナー２０’の外側表面２４及びフランジ３２の外側表面及びボス
１６のネック部２８で完了する。こうしたテクスチャー化又はエッチングプロセスは、サ
ンドブラスト、ローレット加工、レーザ光、化学物質、ナノシリカ粒子ブラスト、又はラ
イナー２０’の外側表面２４に表面変形を与える他の手段によって達成されることができ
る。エッチングプロセスは、概して、表面から材料を除去するが、ライナー２０’の外側
表面２４に表面変形を与える他の好適な方法は、ライナー２０’の外側表面２４上に材料
を堆積することを含み、それにより、材料が上に堆積されていない隣接表面と比較して、
外側表面２４において、より高いガス流量を提供することが可能なテクスチャー化表面を
形成する。結果として得られるベント２２の表面は、その実施形態が図６（ａ）～６（ｉ
）に示され、複数の表面山部（それらの一部は参照番号１及び２でラベル付けされる）及
び山部間の谷部を含む。５マイクロメータ長のゲージが図６（ａ）～６（ｉ）に示される
。例示的な実施形態において、各ベント２２は、隣接する表面山部間の距離が平均して約
５マイクロメートルから約２０マイクロメートルまでの間になる表面テクスチャーを有す
る。テクスチャー化表面のスケールが小さいため、テクスチャー化表面は「ナノテクスチ
ャー化表面（ｎａｎｏｔｅｘｔｕｒｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ）」と呼ばれることがある。「
ナノテクスチャー化表面」は、機械加工されたチャネル及び溝等のマクロスケールの特徴
を有する表面から識別される。例示的な実施形態において、ベント２２の表面テクスチャ
ーは、シェル１２用のマトリクス（例えば、樹脂及びフィラメント）材料等の液体が完全
に表面に浸透する又は表面を湿潤させるのではなく、むしろ、山部上に浮遊させるのに十
分に微細であり、それにより、多孔質ガスベント経路が、表面２４のナノテクスチャー化
部分の谷部内に残ることを可能にする。
【００２２】
　圧力容器１０’の例示的で非制限的な実施形態が述べられ、示される。図３～５に示す
ような例示的な実施形態において、圧力容器１０’は、第１のボス１６ａ’を備える第１
の端部１４ａ’を有し、第１のボス１６ａ’は第１の外側表面３８を有する。ライナー２
０’は第２の外側表面２４を有する。複合シェル１２は第２の外側表面２４を覆って配設
される。第１のベント２２は、第１の外側表面３８の少なくとも一部分及び第２の外側表
面２４の少なくとも一部分の上にエッチングされ、第１のベント２２は、テクスチャーで
あって、テクスチャーを欠くライナー２０’及びシェル１２の境界２６の一部分を通すよ
りも高いレートのガス流を第１のベント２２を通して提供する、テクスチャーを含む。
【００２３】
　例示的な実施形態において、第１のベント２２は、第１の外側表面３８におけるナノテ
クスチャー化部分及び第２の外側表面２４におけるナノテクスチャー化部分を含む。例示
的な実施形態において、第１のベント２２は細長い。例示的な実施形態において、第１の
ベント２２は、圧力容器１０’の長手方向軸３６に実質的に平行に整列する。例示的な実
施形態において、圧力容器１０’は、円筒部分１８を有し、第１のベント２２は、少なく
とも円筒部分１８から第１のボス１６ａ’まで延在する。例示的な実施形態において、第
１のベント２２は、少なくとも圧力容器１０’の長手方向中間点３０まで延在する。例示
的な実施形態において、第１のベント２２の端部２２ａは、第１のボス１６ａ’のネック
部２８に配設される。例示的な実施形態において、端部２２ａは、大気に対して開口して
いる。例示的な実施形態において、テクスチャーは、図６（ａ）～６（ｉ）に示すように



(10) JP 6767509 B2 2020.10.14

10

20

30

40

、複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、約５マイクロメートルから約２
０マイクロメートルまでの間の範囲内にある。
【００２４】
　例示的な実施形態において、圧力容器１０’は、第１の外側表面３８を有する第１のボ
ス１６ａ’を備える第１の端部１４ａ’及び第２の外側表面３８を有する第２のボス１６
ｂ’を備える第２の端部１４ｂ’を有する。ライナー２０’は第３の外側表面２４を有す
る。シェル１２は第３の外側表面２４を覆って配設される。複数の第１の長手方向ベント
２２は、第１の外側表面３８の一部分及び第３の外側表面２４の一部分の上にエッチング
され、それぞれの第１の長手方向ベント２２は、テクスチャーであって、テクスチャーを
欠くライナー２０’及びシェル１２の境界２６の一部分を通すよりも高いレートのガス流
を第１の長手方向ベント２２を通して提供する、テクスチャーを含む。
【００２５】
　複数の第２の長手方向ベント２２は、第２の外側表面３８の一部分及び第３の外側表面
２４の一部分の上にエッチングされ、それぞれの第２の長手方向ベント２２は、テクスチ
ャーであって、テクスチャーを欠くライナー２０’及びシェル１２の境界２６の一部分を
通すよりも高いレートのガス流を第２の長手方向ベント２２を通して提供する、テクスチ
ャーを含む。例示的な実施形態において、第１の長手方向ベント２２の少なくとも１つは
、第２の長手方向ベント２２の少なくとも１つから圧力容器１０’の周りに円周方向にオ
フセットする。例示的な実施形態において、長手方向ベント２２の少なくとも１つは、圧
力容器１０’の長手方向軸３６に実質的に平行に整列する。例示的な実施形態において、
第１及び第２の長手方向ベント２２の少なくとも１つは、第３の外側表面２４におけるナ
ノテクスチャー化部分を含む。
【００２６】
　例示的な実施形態において、圧力容器１０’は、円筒部分１８を有し、第１の長手方向
ベント２２の少なくとも１つは、少なくとも円筒部分１８から第１のボス１６ａ’まで延
在する。例示的な実施形態において、第１の長手方向ベント２２の少なくとも１つにおけ
る端部２２ａは、第１のボス１６ａ’のネック部２８に配設される。例示的な実施形態に
おいて、端部２２ａは、大気に対して開口している。例示的な実施形態において、長手方
向ベント２２の少なくとも１つは、少なくとも圧力容器の長手方向中間点３０まで延在す
る。例示的な実施形態において、テクスチャーは、図６（ａ）～６（ｉ）に示すように、
複数の山部及び谷部を含み、隣接する山部間の距離は、好ましくは約５マイクロメートル
から約２０マイクロメートルまでの間の範囲内にある。
【００２７】
　例示的な実施形態において、圧力容器１０’を形成するための方法は、第１の外側表面
３８を有するボス１６ａ’を設けること；ボス１６ａ’と接触状態にあるライナー２０’
であって第２の外側表面２４を有する、ライナー２０’を形成すること；及び、第１の外
側表面３８の少なくとも一部分及び第２の外側表面２４の少なくとも一部分上にナノテク
スチャーを付与することによってボス１６ａ’及びライナー２０’上にベント２２を形成
することを含む。例示的な実施形態において、ナノテクスチャーを付与することはレーザ
エッチングすることを含む。例示的な実施形態において、ナノテクスチャーを付与するこ
とは化学エッチングすることを含む。
【００２８】
　本開示の主題が幾つかの実施形態を参照して述べられたが、本開示の範囲から逸脱する
ことなく、形態及び詳細において変更が行われることができることを当業者が認識するで
あろう。更に、一実施形態に関して開示されるいずれの特徴も、別の実施形態に組込まれ
ることができる、また、その逆も同様である。
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